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＝介護休業に、障害ある子も「対象」と明記＝

作成日：2025.3.22

育児介護休業法の改正により、介護離職防止に向けて事業主は対策を講じる必要があります。

介護離職防止のための個別の周知・意向確認
①介護に直面したことを申出た従業員に対して、介護休業・介護両立支援制度等の内容を個別に
 周知し、制度の利用をされるか従業員に意向確認をすること
②介護に直面する前の早い段階（40歳等）での情報提供

介護休業等の申出が円滑に行われるよう、以下の4つのいずれかの整備をすること
①研修の実施 ②相談窓口の設置 ③自社の介護休業等の事例の収集・提供 ④利用促進に関する方針の周知

介護休暇を取得できる従業員の要件緩和（入社6ヶ月未満の従業員も取得可能になります）

ビタミンＭの“Ｍ”とは、“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”を指し、“お客様の経営に効く”
“お客様に活力を与える”存在でありたいとの願いが込められています

＝労働条件の明示と雇用契約書について＝

4月から、新しい従業
員を採用しますが、採
用時に労働条件を明示
しないといけないと
聞きました。どのよう
な内容になりますか？

労働契約は、口約束で
も成立しますが、契約
内容が双方で曖昧にな
る可能性があり、トラブ
ルの発生要因になる
ケースがあります。
労働基準法では、使用
者は従業員に右記の労
働条件を書面で明示す
る義務があります。

＜今月のQ＆A＞
・労働条件の明示と雇用契約書について

←バックナンバーはこちら
  からご覧いただけます

❶ ❸

有期パートタイ
マーや無期パー
トタイマーを雇用
する際に、注意す
ることはありま
すか？

労働基準法では、労働条件の明示が定められています。
労働条件の明示は一方的な通知なので、従業員の署名
や押印は必要ありませんが、従業員が契約内容を承諾し
たか否かについて嫌疑が生じる可能性があります。
一方で、雇用契約書は、使用者と従業員が労働条件につ
いてお互いに合意をしたことを証明するための書類と
なりますので、労務トラブルの予防効果も期待でき
ます。雇用契約書を締結する場合は、2部作成をし
て、従業員に署名・押印をしてもらった後に、使
用者と従業員が1部ずつ保管しておきましょう❺

従業員との
間で、契約書
を取り交わ
した方が良
いのでしょう
か。

＝2025年4月より、介護離職防止のための雇用環境の整備が求められます＝

有期パートタイマー（アルバイトを含む）の方にとって、契約期
間は大変重要な項目となりますので、次の内容も追加して
明示する事項があります。

❷

①契約期間②契約更新の有無③契約更新の基準
④更新上限の明示⑤無期転換を申込むことができる旨

正社員に比べて所定労働時間が短い（パートタイマー〈有期・
無期問わず〉に対しては、
次の４つの事項も記載が
必要です。

①昇給の有無②賞与の有無
③退職金の有無④相談窓口❹

介護休業・介護休暇の取得対象となる家族は、配偶者や父母だけでなく、子も対象となりますが、
高齢の要介護状態となった家族を対象に取得できると思われている
ケースも多いため、厚生労働省は障害のある子どもや
医療的ケア児も対象として明記する方針を決めました。

育児介護休業法では、2週間以上にわたり、常時介護が必要となる
家族がいる場合、働く人は対象家族１人につき、通算93日まで
介護休業を取得できます。

医療的ケア児とは、たんの吸引や人工呼吸器を使っている等の
医療的なケアが日常的に必要な子どもを指します。

改正通達と新たな判断基準は、４月１日から適用されます。 【介護休業の対象家族】

❻
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